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令和元年第２回愛北広域事務組合議会定例会会期日程 

 

令和元年１０月２９日（１日間）  

 

月  日 開 議 時 刻 摘       要 

１０月２９日（火） 午後２時 ○ 開 会 

○ 会議録署名議員の指名 

○ 会期の決定 

○ 諸般の報告 

○ 議案等審議 

  議案第５号から議案第９号までを 

  一括提案説明 

     精  読 

    （議案ごとに） 

     質  疑 

     討  論 

     採  決 

  議案第１０号を提案説明 

  議案第１０号に係る決算審査につい

て報告 

  決算特別委員会の設置   

    議案第１０号の審査   

  議案第１０号委員長報告 

     質  疑 

     討  論 

     採  決 

○ 閉 会 
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令和元年第２回愛北広域事務組合議会定例会 

 

開 催 日 時  令和元年１０月２９日 午後２時００分 

開 会 場 所  愛北クリーンセンター 議場 

 

本日の定例会に付した案件 

 会議録署名議員の指名 

 会期の決定 

 諸般の報告 

 議案第５号 愛北広域事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制

定について 

 議案第６号 愛北広域事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について 

 議案第７号 愛北広域事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正につ

いて 

 議案第８号 愛北広域事務組合職員の給与に関する条例の一部改正について 

 議案第９号 愛北広域事務組合職員退職手当支給条例の一部改正について 

 議案第１０号 平成３０年度愛北広域事務組合一般会計歳入歳出決算認定について 

 

会議に出席した者の氏名 

  第 １番  佐 名 かよ子 君     第 ２番  岡   孝 夫 君 

  第 ３番  丹 羽   孝 君     第 ４番  杉 浦 敏 男 君 

  第 ５番  澤 田 憲 宏 君     第 ６番  近 藤 五四生 君 

  第 ７番  長谷川 泰 彦 君     第 ８番  岡 村 千 里 君 

  第 ９番  丸 山 幸 治 君     第１０番  諏 訪   毅 君 

  第１１番  吉 田 鋭 夫 君     第１２番  宮 地 友 治 君 

  第１３番  東 猴 史 紘 君     第１４番  片 山 裕 之 君 

  第１５番  宮 田 達 男 君     第１６番  田 村 徳 周 君 

  第１７番  鬼 頭 博 和 君     第１８番  黒 川   武 君 

  第１９番  大 野 慎 治 君     第２０番  水 野 忠 三 君 

  第２１番  井 上 真砂美 君 

 

会議に欠席した者の氏名 

       な  し 

 



 

- 3 - 

説明のため出席した者の氏名 

 管 理 者  山 田 拓 郎 君   代表副管理者  千 田 勝 隆 君 

 副 管 理 者  澤 田 和 延 君   副 管 理 者  久保田 桂 朗 君 

 副 管 理 者  鈴 木 雅 博 君   監 査 委 員  内 藤   充 君 

 会 計 管 理 者  田 中 豊 明 君   事 務 局 長  岡 本 康 弘 君 

 業 務 課 長  石 川 晶 崇 君   事 務 局 員  永 井 恵 三 君 

 事 務 局 員  髙 木   衛 君   事 務 局 員  武 田 篤 司 君 

 事 務 局 員  阿 部 一 郎 君   事 務 局 員  中 村 定 秋 君 

 事 務 局 員  宇 野 直 樹 君   事 務 局 員  岩 田 雄 治 君 

 事 務 局 員  澤 木 俊 彦 君   事 務 局 員  志津野   郁 君 
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（開会 午後 ２時００分） 

○事務局員（岩田雄治君） 

 ただいまから、令和元年第２回愛北広域事務組合議会定例会の開会式を行います。 

 初めに、丹羽議長にご挨拶をいただきます。 

○議長（丹羽 孝君） 

 皆様、改めまして、こんにちは。 

 本日は、令和元年第２回愛北広域事務組合議会定例会をお願いしましたところ、皆様

定刻にご参集いただき、まことにありがとうございます。 

 本定例会に提出されます案件は、条例の制定が１件と条例の一部改正が４件、そして

平成３０年度の決算認定でございます。慎重なるご審議を賜りますようお願い申し上げ、

簡単ではございますが、開会の挨拶とさせていただきます。 

○事務局員（岩田雄治君） 

 続きまして、管理者であります犬山市長から挨拶を申し上げます。 

○管理者（山田拓郎君） 

 皆さん、こんにちは。 

 愛北広域事務組合の組合議会定例会の開催に当たりまして、私からも一言ご挨拶を申

し上げます。 

 まずは定刻にご参集いただきまして、ありがとうございます。 

 今議会、６案件議案を上程させていただきます。とりわけ平成３０年度の決算のご審

議もいただくわけですが、プラン・ドゥー・チェック・アクション、このＰＤＣＡサイ

クルをしっかり回していくということがやはり健全な組織体として非常に重要なことだ

というふうに思っております。 

 書類審査のほうもしっかり皆さんやっていただいたと思いますが、しっかりとまたご

審議をいただき、よりよい運営につなげていきたいと思っておりますので、皆様方のご

指導をよろしくお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。では、よ

ろしくお願いします。 

○事務局員（岩田雄治君） 

 これをもちまして、開会式を終わります。 

○議長（丹羽 孝君） 

 ただいまの出席議員は２０名であります。 

 定足数に達しておりますので、議会は成立いたします。 

 これより令和元年第２回愛北広域事務組合議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程については、お手元に配付したとおりでございます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
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 会議録署名議員は、会議規則第１００条の規定により、議長において、８番 岡村千

里議員、２０番 水野忠三議員を指名いたします。 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 会期については、議会代表者会において協議をお願いしました結果、お手元に配付い

たしました会期案のとおり、本日１日間とすることに意見の一致を見ました。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日１日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日１日間と決定いたしました。 

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 本定例会に提出されました議案については、前もって配付したとおりでございます。

以上、提出議案の報告にかえます。 

 本定例会の説明員として、管理者以下関係者に対し出席を求めましたので、ご報告を

申し上げます。 

 続いて、監査委員から、令和元年６月分から８月分に関する例月出納検査の結果報告

がありました。その内容については、お手元に配付したとおりであります。 

 愛北広域事務組合についての主な経過報告は、お手元に配付した資料のとおりでござ

います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 日程第４、議案第５号 愛北広域事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の制定についてから日程第８、議案第９号 愛北広域事務組合職員退職手当支

給条例の一部改正についてまでを一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 管理者 山田犬山市長。 

○管理者（山田拓郎君） 

 議案第５号から議案第９号の提案理由を一括で説明をさせていただきます。 

 議案第５号 愛北広域事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

制定については、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものであります。 

 議案第６号 愛北広域事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正については、地方公務員法の一部改正による愛北広域事務組合会計

年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定に伴い、所要の改正を図るもので

あります。 

 議案第７号 愛北広域事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正に
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ついて、議案第８号 愛北広域事務組合職員の給与に関する条例の一部改正について、

議案第９号 愛北広域事務組合職員退職手当支給条例の一部改正についての３議案は、

いずれも成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行等に伴い、所要の整備を図るものであります。 

 概要については事務局長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽 孝君） 

 引き続き概要説明を求めます。 

 事務局長。 

○事務局長（岡本康弘君） 

 それでは、議案第５号 愛北広域事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の制定について説明させていただきます。 

 提案理由としましては、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、新たに設け

られる会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものです。 

 主な内容につきましては、条例案で説明させていただきます。条例案をごらんくださ

い。 

 第１条は趣旨を規定するもので、地方自治法及び地方公務員法の規定に基づき、地方

公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる会計年度任用職員の給与及び費用弁償につ

いて定めるとしたものです。 

 第２条は給与について規定したもので、会計年度任用職員の給与を報酬と期末手当と

規定しています。 

 第３条は職員の報酬について規定したもので、会計年度任用職員の報酬の基準となる

金額は、従事する業務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験

等を考慮して、別表に定める額の範囲内において規則で定め、職務の性質等特別の事情

によりこれによりがたいものについては規則で別に定めるものです。 

 また、会計年度任用職員の報酬額は時間額によるものとし、その報酬額は報酬の基準

となる金額に１００分の６を乗じて得た金額を加算し、１６２．７５で除して得た額と

しております。 

 第４条は報酬の支給について規定したもので、報酬の計算期間を月の１日から末日ま

でとし、規則で定める期日に支給することを定めるものです。 

 第５条は通勤に係る費用弁償について定めるもので、会計年度任用職員が愛北広域事

務組合職員の給与に関する条例第１１条第１項に定める通勤手当の支給要件に該当する

ときは、１月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める金額を費用弁償として支給する

ものです。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第６条は公務のための旅行に係る費用弁償について規定したもので、会計年度任用職
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員が公務のために旅行する場合に、その要した費用を組合職員の例に倣い費用弁償とし

て支給するものです。 

 第７条は時間外勤務に係る報酬について規定するもので、会計年度任用職員が正規の

勤務時間以外の時間に勤務した場合は、その勤務した時間に対して報酬を支給するもの

とし、その報酬額は勤務１時間につき、第３条第４項に規定する１時間当たりの報酬額

に１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲で管理者が規則で定める割合を乗

じて得た金額とするものです。 

 ただし、その勤務の時間とその勤務日の正規の勤務時間の合計が７時間４５分に満た

ない場合には１００分の１００を乗じて得た額となります。 

 また、週休日の振りかえ等によりあらかじめ割り振られた１週間の勤務時間以外の時

間に勤務した全時間についても時間外勤務に係る報酬を支給するものとし、その報酬額

は勤務時間１時間につき第３条第４項に規定する勤務時間１時間当たりの報酬額に１０

０分の２５から１００分の５０までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た

金額となります。 

 ただし、その勤務の時間とその週における正規の勤務時間の合計が３８時間４５分未

満の場合は支給を行いません。 

 ３ページをお願いします。 

 第８条は休日勤務に係る報酬について規定したもので、会計年度任用職員が国民の祝

日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年１月３日までの日、並びにこ

れらの代休日において正規の勤務時間中に勤務した場合は、その勤務時間１時間につき

第３条第４項に規定する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の１２５から１００分の

１５０までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た報酬を支給するものです。 

 第９条は期末手当について規定するもので、任期の定めが六月以上の会計年度任用職

員について、愛北広域事務所組合職員の給与に関する条例第１８条から第１８条の３ま

での規定を準用して期末手当を支給するものとし、任期の定めが六月に満たない場合で

も１会計年度内における任期の定めの合計が六月以上に至ったときは六月以上とみなし

て取り扱うものです。 

 また、６月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用

職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期の定め

と前会計年度における任期の定めとの合計が六月以上に至ったときも、任期の定めが六

月以上の会計年度任用職員とみなすものです。 

 ４ページをお願いします。 

 第１０条は、雑則として、この条例の施行について必要な事項は規則で定めることと

しています。 

 続きまして、附則でございます。 
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 第１項は、この条例の施行期日を令和２年４月１日と定めるものです。 

 第２項から第７項は、本条例の制定に伴い一部改正が必要となる条例の整備を行うも

のです。 

 第２項は愛北広域事務所組合職員の給与に関する条例の一部改正について定めたもの

で、会計年度任用職員の給与は別に条例で定めるものと改めるものです。 

 第３項は、愛北広域事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正につ

いて定めたものです。会計年度任用職員に対する休職の効果について、任命権者が定め

る任期の範囲内とするものとして改めるものです。 

 第４項は愛北広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正につい

て定めたもので、会計年度任用職員に対する減給の効果について、時間外勤務に係る報

酬及び休日勤務に係る報酬を除くものとして改めるものです。 

 ５ページをお願いします。 

 第５項は愛北広域事務組合職員退職手当支給条例の一部改正について定めたもので、

退職手当の支給対象から地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる会計年度任用

職員を除くものとして改めるものです。 

 第６項は愛北広域事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正について定めた

もので、育児休業をしている職員の期末手当等の支給及び育児休業をした職員の職場復

帰後における号級の調整について、地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年

度任用職員を除くものとして改めるものです。 

 第７項は愛北広域事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に

ついて定めたもので、任命権者が報告しなければならない事項から除かれる非常勤職員

のうち、地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員を除くものとして改める

ものです。 

 ６ページをお願いします。 

 職員の報酬について定めた第３条関係の別表として、給与条例別表第１行政職給料表

の１級の最高号級の給料月額を上限と定めるものです。 

 ７ページから１０ページには、本条例の附則で改正を行う各条例について、新旧対照

表を資料として添付させていただいております。 

 続きまして、議案第６号 愛北広域事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部改正について説明させていただきます。 

 提案理由は、行政不服審理員の報酬額の基準としている愛知県弁護士会の相談料の改

正に伴う報酬額の改正と会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定に伴

い、組合の非常勤特別職として別表に規定されている区分の整理を行う必要があるため

所要の改正を行うものです。 

 新旧対照表をお願いいたします。 
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 第１条は、行政不服審理員の報酬を改正するものです。 

 当組合では、行政不服審査法に基づき不服申し立てを受け付けた場合ごとに行政不服

審査会を置くことになっておりますが、この審査会の審理員には町村会に登録された弁

護士を予定しており、その報酬については町村会の弁護士への報酬と同程度の金額とし

ています。町村会の報酬が１０月１日より３０分当たり５，４００円から５，５００円

に引き上げられることから報酬を改正するものです。 

 第２条は、行政不服審理員と嘱託員の項目を削除し、あわせて行政不服審理員の報酬

が時間額、嘱託員の報酬が月額となっているため、時間額、月額による支払いに関する

文言の整理を行うものです。 

 第４条第１項及び第２項は、日割り計算に関して月額、時間額に関する文言を整理す

るものです。 

 第１条は公布の日から施行し、令和元年１０月１日から適用するものです。 

 第２条は、令和２年４月１日から施行するものです。 

 続きまして、議案第７号 愛北広域事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

の一部改正について、議案第８号 愛北広域事務組合職員の給与に関する条例の一部改

正について、議案第９号 愛北広域事務組合職員の退職手当支給条例の一部改正につい

て、この３議案につきましては関連がございますので、一括で説明をさせていただきま

す。 

 提案理由は、３議案とも同じ理由となります。 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律において地方公務員法の一部が改正されることに伴い、所要の改正を行うもの

です。 

 主な内容は、地方公務員法に定められている欠格条項である第１６条において、第１

号「成年被後見人又は被保佐人」が削除されたことにより、文言の整理を行うものです。 

 初めに、議案第７号の新旧対照表をごらんください。 

 地方公務員法第１６条第１号が削除されたことに伴い、条例で引用する「第１６条第

２項」を「第１６条第１項」に改めるものです。 

 次に、議案第８号の新旧対照表をごらんください。 

 同じく、地方公務員法第１６条第１号が削除されたことに伴い、第１８条第１項と第

４項、第１８条の２第２号、第１９条第１項と第２項第１号、第２２条第６項において

関係箇所を削除するものです。 

 次に、議案第９号の新旧対照表をお願いいたします。 

 同じく、地方公務員法第１６条第１号が削除されたことに伴い、第１２条第１項第２

号において関係箇所を削除するものです。 

 施行期日についても、３議案とも同日となります。 
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 改正後の地方公務員法施行日と同日の令和元年１２月１４日から施行するものです。 

 説明は以上でございます。 

○議長（丹羽 孝君） 

 以上で、提案説明が終わりました。 

 議案精読のため、暫時休憩といたします。 

（休憩 午後 ２時２２分） 

（再開 午後 ２時３５分） 

○議長（丹羽 孝君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これより、議案第５号から議案第９号の議案審議を行います。 

 議案審議は議案ごとに行います。 

 初めに、議案第５号について質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（丹羽 孝君） 

 岡村千里議員。 

○８番（岡村千里君） 

 ８番の岡村千里です。 

 第５号議案につきまして質疑をさせていただきます。 

 資料の最初の会計年度任用職員制度についてというところの４ページをお開きいただ

きたいと思うんですけれども、（４）の導入に伴う令和２年度の人件費の見込みについ

てということで書かれておりますが、これまでと比べますと合計額がそれぞれ出ており

まして、その差額は約１６１万円が下がるという結果になっております。 

 この制度自体は昇給がなかったものがあるようになったり、それから期末手当がなか

ったものがつくようになったりといい面もあるんですけれども、お二人合わせてなので、

その分を見込んでも、でもお一人分と考えても結構な減額になってしまっています。 

 その理由についてお伺いしたいと思うんですが、職務内容にこれから変更があるのか

どうか、それから働く日数についてはどのようになっているのか、それからこの計算式

も条例の文の中で細かく出てきますけれども、近隣市町でどこを参考にされてこのよう

なことになったのかお示しいただきたいと思います。 

○議長（丹羽 孝君） 

 事務局長。 

○事務局長（岡本康弘君） 

 組合におきます会計年度任用職員に関しまして、見込みについてご説明を申し上げま

す。 
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 資料の先ほどご参照をいただきました当該年度と令和２年度の移行状況について記さ

せていただいておりますけれども、今現在、組合には正規職員のほかに嘱託員１名と再

任用職員１名が勤務しております。このお二人ともがこの３月で６５歳到達ということ

で任期を終えることになりますけれども、今現在、嘱託員の方につきましては聖苑の所

長を経験された方が勤務をされておりまして、職員の指導という分も含めてお仕事をし

ていただいておりましたけれども、以降につきましては受け付けの補助という形で業務

内容が変わってまいりますので、その勤務の内容について変更がございます。 

 それから、勤務時間等につきましても今までのところ週４日６時間の勤務をしていた

だいておりましたけれども、再任用につきまして週４日、嘱託員につきまして週３日と

いうことでございましたけれども、こちらが週３日の勤務という形に変更になってまい

ります。この関係で、会計年度任用職員に移行しましたところでは報酬の位置づけにつ

きまして見直しをさせていただきまして、お示ししたような計算式となってございます。 

 この報酬の基準につきましては、江南市の基準を参考にさせていただいて進めさせて

いただきたいというふうに考えております。よろしくお願いをいたします。 

（挙手する者あり） 

○議長（丹羽 孝君） 

 岡村千里議員。 

○８番（岡村千里君） 

 再質疑をさせていただきます。 

 こういった状況について、ご本人たちへの説明はされたのか、またこのことについて

同意は得られているのかお示しください。 

○議長（丹羽 孝君） 

 事務局長。 

○事務局長（岡本康弘君） 

 事前に制度の移行等についてはおおむね説明をさせていただいておりまして、内容に

ついても了承がいただけているものと考えております。 

○議長（丹羽 孝君） 

 ほかにございませんか。 

（なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 議案第５号について討論を許します。 

 討論はありませんか。 

（なし） 

○議長（丹羽 孝君） 
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 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結します。 

 これより議案第５号の採決に入ります。 

 本案について、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第５号は原案どおり可決されました。 

 次に、議案第６号について質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（丹羽 孝君） 

 黒川議員。 

○１８番（黒川 武君） 

 １８番 黒川武でございます。 

 １点お聞かせをいただきたいと思います。 

 行政不服審理員の報酬が非常勤特別職から削除されるということは、その後の扱いは

どういう形になるのかお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（丹羽 孝君） 

 事務局長。 

○事務局長（岡本康弘君） 

 行政不服審理員につきましては、令和２年３月31日以前につきましては従前どおり非

常勤特別職という位置づけでございますけれども、令和２年４月１日より会計年度任用

職員の扱いになりまして、報酬につきましても会計年度任用職員の規則に定めさせてい

ただく予定をしております。よろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽 孝君） 

 ほかにございませんか。 

（なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 議案第６号について討論を許します。 

 討論はありませんか。 

（なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結します。 
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 これより議案第６号の採決に入ります。 

 本案については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第６号は原案どおり可決されました。 

 次に、議案第７号について質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

（なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 議案第７号についての討論を許します。 

 討論はありませんか。 

（なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結します。 

 これより議案第７号の採決に入ります。 

 本案については、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第７号は原案どおり可決されました。 

 次に、議案第８号について質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 議案第８号について討論を許します。 

 討論はありませんか。 

（なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより議案第８号の採決に入ります。 
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 本案については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号について質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 議案第９号について討論を許します。 

 討論はありませんか。 

（なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結します。 

 これより議案第９号の採決に入ります。 

 本案については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第９号は原案どおり可決されました。 

 次に、日程第９、議案第１０号 平成３０年度愛北広域事務組合一般会計歳入歳出決

算認定について議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 管理者 山田犬山市長。 

○管理者（山田拓郎君） 

 議案第１０号 平成３０年度愛北広域事務組合一般会計歳入歳出決算認定については、

地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、監査委員の審査意見をつけて、議会の認

定に付するものであります。 

 概要については事務局長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（丹羽 孝君） 

 引き続き概要説明を求めます。 

 事務局長。 

○事務局長（岡本康弘君） 

 それでは、議案第１０号 平成３０年度愛北広域事務組合一般会計歳入歳出決算認定
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について説明させていただきます。 

 初めに、歳入でございます。 

 歳入歳出決算書の１、２ページをごらんください。 

 歳入合計は、予算現額５億８９７万５，０００円に対し、収入済額５億８７４万２５

８円です。収入済額が予算額を２３万４，７４２円下回りました。 

 歳入合計を昨年度と比較いたしますと３，１１３万３，２３１円減額となっておりま

す。 

 内訳につきましては、主要施策の成果報告書３ページに記載しておりますので、後ほ

どお目通しいただきますようお願いいたします。 

 減額の要因は、一般財源による事業費が前年度よりも少なかったことによる分担金及

び負担金の減少、計画されていた大規模な施設改修が終了したことによるものでござい

ます。 

 次に、歳出でございます。 

 ３、４ページをごらんください。 

 歳出合計は、予算現額５億８９７万５，０００円に対し、支出済額４億８，４６０万

６，２８６円です。不用額は２，４３６万８，７１４円となりました。 

 歳出合計を前年度と比較しますと２，８１６万９，４９３円の減額となります。 

 主要施策の成果報告書５ページに内容を記載していますので、後ほどお目通しいただ

きますようお願いいたします。 

 主な執行状況につきましては、事項別明細書で説明させていただきます。 

 歳出から説明させていただきますので、１１、１２ページをお願いいたします。 

 款１議会費の支出済額は１２９万８，８１０円です。隔年実施の議会行政視察を実施

しなかったため、前年度に比べて約１４７万円減となっています。 

 款２総務費の支出済額は６，３５５万１，２１３円です。 

 項１総務管理費、目１一般管理費は６，３４１万１，２５３円です。前年度と比較し

て約４４０万円の増額となっています。 

 １３、１４ページをお願いいたします。 

 増額の主な要因としましては、し尿処理担当職員１名が総務担当に異動したことに伴

う給与、手当、共済費で８７５万円の増、９節の旅費において行政視察を実施しなかっ

たことによる８７万円の減、節１３委託料において平成２９年度に例規データシステム

の運用を開始したことに伴う例規データシステム導入委託料１４１万円を支出しなかっ

たこと、節１９の負担金補助及び交付金において、平成２９年度に支出した公会計支援

業務負担金２９２万円を支出しなかったことなどによるものでございます。 

 項２目１の監査委員費については１３万９，９６０円で、前年度とほぼ同額となって

おります。 
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 款３衛生費、項１目１の火葬場事業運営費の支出済額は１億６，３８３万４，７９６

円です。前年度と比較して約６，３８３万円の減額となっています。 

 大きく増減のあったものについて説明させていただきます。 

 １７、１８ページをお願いいたします。 

 節１１の需用費では、前年度と比べ約３６９万円の増となっておりますが、燃料費の

高騰と火炉等の修繕の増加に伴うものです。 

 節１３の委託料では、約１５０万円増となっていますが、屋上防水改修工事設計委託

の実施等によるものです。 

 節１５の工事請負費では、総額で前年度と比べて約１，２８３万円減額となっていま

すが、平成２９年度に実施した待合室ロビー天井等改修工事の終了に伴うものです。 

 項２目１し尿処理場運営費は、２億５，５９２万１，４６７円です。前年度と比較し

て約２，４７５万円の減額となっています。 

 大きく増減のあったものについて説明させていただきます。 

 節２給料、節３職員手当等、節４共済費で、先ほども申し上げました約８７５万円が

こちらでは減となっております。これは、職員の人事異動に伴う１名の減員によるもの

です。 

 １９、２０ページをごらんください。 

 節１１需用費では、約１，７３６万円増となっていますが、これは計画的に実施して

いる機器のオーバーホールが時期的に増加したことによるものです。 

 節１３委託料で約５４５万円の減となっていますが、汚泥の搬出、処分に係る委託料

が汚泥の発生量減少に伴い減となったものです。また、下水直接投入管の内部清掃を実

施する必要がなかったことなどによるものです。 

 ２１、２２ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費では、約１，１３２万円の減となっています。これは、２９年度に

実施したクリーンセンター受変電設備更新工事が完了したことによるものです。 

 ３０年度に実施しました主な工事としましては、一般管理費で管理棟２階空調設備更

新工事、火葬場事業運営費で階段昇降機設置工事、調整池浚渫工事、し尿処理場運営費

で用水ポンプユニット等更新工事、業務用スポットエアコン設置工事を実施させていた

だきました。 

 参考資料に、工事関連写真と施工額を掲載させていただいておりますので、後ほどお

目通しいただきますようお願いします。 

 次に、歳入について説明させていただきます。 

 ７、８ページにお戻りください。 

 款１分担金及び負担金、項１負担金、目１負担金の収入総額は４億５，２２５万９，

０００円です。備考欄に歳出区分ごとに各市町の金額を掲載しています。 
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 款２使用料及び手数料の収入済額は２，７９２万１，０１５円です。 

 項１使用料、目１衛生使用料は２，７９１万５，６１５円で、主に火葬炉など尾張北

部聖苑の使用料でございます。 

 ９、１０ページをお願いします。 

 款４繰入金の１１８万３，１９２円は、愛北クリーンセンター施設整備基金からの繰

入金で、事業の完了に伴い基金を廃止したことによるものです。 

 款５繰越金の収入済額は２，７０９万７，７１０円です。共通経費、火葬場事業運営

費、し尿処理場運営費など、それぞれ２９年度からの繰り越しでございます。 

 款６諸収入の収入済額は２７万９，３４１円です。尾張北部聖苑喫茶コーナーの電気、

水道料や自動販売機の電気料、愛北クリーンセンターの自動販売機の電気料の合計とな

っております。 

 次に、２３ページをお願いいたします。 

 実質収支は、翌年度へ繰り越すべき財源がないので、歳入歳出決算額の差し引き額と

同額でございます。 

 ２６ページからは財産に関する調書です。２６、２７ページは土地及び建物の状況で、

２９年度からの変更はございませんでした。 

 私からの説明は以上でございます。 

○議長（丹羽 孝君） 

 監査委員から決算監査について報告を求めます。 

○監査委員（内藤 充君） 

 監査委員を代表しまして、決算の審査結果をご報告させていただきます。 

 令和元年８月２８日水曜日、愛北クリーンセンター応接室において、平成３０年度愛

北広域事務組合一般会計歳入歳出決算及び平成３０年度愛北広域事務組合愛北クリーン

センター施設整備基金運用状況について、関係諸帳簿及び証拠書類と照合し、あわせて

関係職員の説明を求め、審査をいたしました。 

 審査の結果、歳入歳出決算書は関係法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿と符

合し正確であり、予算は適正に執行されていることを認めました。 

 また、基金運用状況についても、適正に管理されていることを認めました。 

 以上で決算審査報告を終わります。 

○議長（丹羽 孝君） 

 以上で議案の提案説明が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 議案第１０号は本会議の質疑を省略し、議員全員をもって構成する決算特別委員会を

設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 
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（異議なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 異議なしと認めます。よって、議案第１０号は本会議の質疑を省略し、決算特別委員

会に付託し、審査することに決しました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま委員会に付託しました議案第１０号は、本日中に審査を終えるように期限を

付したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 異議なしと認め、本日中に審査を終えるよう期限を付することに決定いたしました。 

 これより決算特別委員会の審査が終了するまで本会議は休憩いたします。その間に本

議場において直ちに決算特別委員会を開催し、正・副委員長の選任及び付託議案の審査

をお願いいたします。委員長の選任に当たっては、委員会条例第５条第２項の規定によ

り、年長の委員である近藤五四生委員に臨時委員長を務めていただきます。 

 それでは、暫時休憩といたします。 

（休憩 午後 ２時５８分） 

（再開 午後 ３時１５分） 

○議長（丹羽 孝君） 

 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

 初めに、決算特別委員会の正・副委員長が互選されておりますので、ここでご報告い

たします。 

 委員長は宮地友治委員、副委員長は岡孝夫委員であります。 

 次に、決算特別委員会に付託しました議案第１０号 平成３０年度愛北広域事務組合

一般会計歳入歳出決算認定について、決算特別委員会の審査結果の報告を求めます。 

 宮地委員長。 

○決算特別委員会委員長（宮地友治君） 

 決算特別委員会に付託されました議案第１０号 平成３０年度愛北広域事務組合一般

会計歳入歳出決算認定について審議が終わりましたので、結果を報告いたします。 

 本委員会は、議員全員による委員会ですので、その内容につきましては皆様ご承知の

とおりでございます。したがいまして、審査結果のみを報告させていただきます。 

 採決の結果、議案第１０号は原案どおり認定すべきものと決しました。 

 以上で委員長報告を終わります。 

○議長（丹羽 孝君） 

 委員長の報告は終わりました。 

 お諮りいたします。 
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 決算特別委員会は議員全員をもって構成された委員会でありますので、質疑・討論を

省略し、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これより議案第１０号の採決に入ります。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

 本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

○議長（丹羽 孝君） 

 異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。 

 以上で本定例会に付託されました案件は全部議了いたしました。 

 これをもって、令和元年第２回愛北広域事務組合議会定例会を閉会いたします。 

○事務局員（岩田雄治君） 

 ただいまから閉会式を行います。 

 丹羽議長にご挨拶をいただきます。 

○議長（丹羽 孝君） 

 閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日は、平成３０年度の決算認定に当たり、決算特別委員会を設置し、集中してご審

議をいただきました。 

 皆様には、議事運営に格別のご協力を賜り、本日予定されておりました全日程を滞り

なく終了することができましたこと、この場をおかりしまして厚く御礼申し上げます。 

 さて、この１０月は天皇陛下の即位の礼の開催や、ラグビー日本代表の大活躍といっ

たすばらしいこともたくさんございましたが、６０年前にこの地方に甚大な被害をもた

らした伊勢湾台風と同レベルの巨大台風が関東に上陸し、大雨などが続き、各地に多大

な被害をもたらしました。お亡くなりになられました方に心からのご冥福をお祈りしま

すとともに、被災地の一日も早い復興を願っております。そして、想定外はないものと、

再度災害への備えを確認しなければと痛感した１カ月でございました。 

 さて、明後日１０月３１日からは議会行政視察を実施いたします。体調管理にはご留

意いただき、視察にご参加いただきますようお願い申し上げ、閉会の挨拶といたします。

ご苦労さまでした。 

○事務局員（岩田雄治君） 

 管理者から挨拶を申し上げます。 

○管理者（山田拓郎君） 

 閉会に当たりまして、私からも一言ご挨拶申し上げます。 
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 ただいまは上程いたしました議案を全て原案どおりお認めいただくということで、本

当にありがとうございました。感謝を申し上げたいと思います。 

 ご指摘いただいた観点をしっかり私どももまた運営に生かしていきたいと思いますの

で、今後とも皆様方にはご指導賜りますことをお願いしたいと思います。 

 さて、今議長からもお話がありましたけれども、ここ最近は台風だとか大雨だとか、

全国に大変深刻な被害をもたらし、お亡くなりになられた方、また被災された方等々、

本当に私からもお悔やみ、またお見舞いを申し上げたいと思っております。 

 我々にとって本当に安全・安心というのは、また危機管理というのは重要なテーマで、

市民、町民の皆さんも何といっても安心して暮らせるということが一番のことだと思っ

ております。各市町においても防災対策等、他人事と思わずに自分事と捉えて、またし

っかり対策をとっていかなきゃいけないなということを改めて認識させていただきまし

た。 

 また、各市町の皆様方におかれましても、そういった観点でご尽力されますこともよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 また、あさって、視察のほうもございますので、皆様とともに私も参加させていただ

きますので、視察のほうもまたその点よろしくお願い申し上げまして、私からの閉会の

挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○事務局員（岩田雄治君） 

 以上で閉会式を終わります。 

（閉会 午後 ３時２１分） 

 


